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        社会保険労務士法人エイチ・アール・エム 

                メールマガジン  

           平成１９年１１月１６日号 VOL１１ 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

お待たせいたしました！弊社メールマガジン１１月号です。 

 

前回のメールマガジンはいかがでしたか？ 

 

「ピンチをチャンスにする」会社と、「ピンチを更なるピンチにする」会社 

とがあり、その違いは「スピード感」と「当事者意識」を持って対応する 

ことができるかどうかだとお伝えさせていただきました。 

 

前月以降も、「赤福」や「吉兆」など、全国的に名の知れた企業が不祥事 

を起こし、相変わらずの対応の不味さから「ピンチを更なるピンチ」にして 

います。 

 

皆様におかれましては、これら企業の対応を反面教師とし、万が一の 

事態が起きたときには、「ピンチをチャンスに」できる組織風土を築き 

あげていっていただければと思います。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

               セミナーのご案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

今後のセミナーにつきましては、決まり次第、弊社ホームページ 

www.hrm-t.com/003.htm 

にて、随時、ご案内させていただきます。 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

        第１1回コラム「中小企業の賃金管理（前半）」 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

「若手の幹部候補が『結婚したいが、今の給料ではやっていけないので 

辞めさせてほしい。』といってきた。いったい、何を目安にどのような水準 

で賃金制度を作ればいいのか？」 

 

「優秀な人材を採用したいが、いくらぐらい給料を出せば採用できるのか。 

人材紹介会社の話を聞いていると現在在籍している社員とのバランスが 

崩れてしまう。」 

 

「最近残業代の不払いで○○億円の支払ということをよく耳にするが、 



中小企業で残業代をすべて支払っていては会社を経営していけない。」 

 

こうした悩みをお持ちの経営者がたくさんいらっしゃると思います。 

高額のコンサルタント料を支払って、賃金制度を設計してもこうした悩みは 

解決しません。 

 

よく言われることですが、中小企業には大企業とは違う中小企業の賃金 

管理があります。 

１．同地域、同業、同規模の賃金水準をベースに自社の賃金水準を決定する。 

２．シンプルな賃金制度とシンプルな評価制度 

３．幹部には積極的に報いよう 

４．コンプライアンス 

５．若手の賃金の水準を見直そう 

 

では、それぞれの中身を検討していきましょう。 

 

まず、１．の「同地域、同業、同規模の賃金水準をベースに自社の賃金水準 

を決定する」ですが、当たり前じゃないかと思われるかとも多いでしょう。 

ところが、現実にこのような賃金水準を知る賃金相場を探しても、存在しない 

のです。 

 

確かに、厚生労働省が発表している賃金センサスや経営者団体が発表する 

モデル賃金などがありますが、それぞれ下記のような長所・短所があり、中小 

企業の賃金相場を知る資料とはなりにくいのです。 

 

長所 

１．定期的な調査を行っている 

２．サンプル数が多い 

３．ネットで公開しており、誰でも利用できる 

 

短所 

１．単なる数字の羅列(表形式での発表)で、経営者の方が離床しにくい 

２．年齢が5歳刻みである 

３．企業規模の偏りがある 

４．調査票に記入する際、サンプルを恣意的に選んでします可能性がある 

 

そして何よりも少し、現実よりも水準が高いのではないかということです。 

 

後半（１２月号）に続く 

 

今月は田中義郎が担当しました。 

 

 

 

 

 



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                勉強会のご案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、弁護士の先生と共同で、２つの経営者向け勉強会を開催 

いたしております。 

 

両勉強会とも各方面から各分野の専門家を講師に招き、経営者として 

幅広い知識を身に付けていただくと共に、会員同士の親睦を深めていた 

だくことを目的としています。 

 

■大阪市内及び近辺の製造業様へは「製造業務研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

大阪市内を会場とし、２～３ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．製造業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

平成２０年１月、１４：００から１７：００を予定 

 

■阪神間の企業様（業種問わず）へは「未来経営研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

尼崎市内を会場とし、３～４ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．阪神間の企業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

平成２０年春、１８時３０分から２０時３０分を予定 



詳細につきましては、弊社までお問い合せください。 

www.hrm-t.com/000.html 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                 事務所ニュース 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、人事労務情報満載の事務所ニュースを、毎月１回発行いた 

しております。 

 

本メールマガジンと併せてご愛読いただければ、以下のうれしい？ 

特典つきです。 

 

１．最近話題の人事労務関連のトピックスがわかりやすくご覧いただけ 

  ます。 

２．まだまだ知られていない社会保険労務士の守備範囲も、皆様に 

  ご紹介していきます。 

 

事務所ニュースのことをもっと知りたい！という方は、以下からどうぞ 

http://www.hrm-t.com/010.htm 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                  編集後記 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

平成２０年４月より、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 

の一部を改正する法律」（通称パート労働法）が施行されます。 

 

主な内容は、以下のとおりです。 

１．労働条件の文書交付義務 

２．待遇についての説明義務 

３．正社員と同視すべき者の取扱い 

４．賃金における均衡待遇の確保 

５．教育訓練における均衡待遇の確保 

６．福利厚生施設の利用機会の付与 

７．通常の労働者への転換 

８．苦情処理・紛争解決援助 

 

この法律が施行されることにより、パートタイマーの社内における位置づけ 

の見直しや、待遇面での格差是正が求められます。 

しかも、法律の施行まであと４ヶ月半しかありませんので、今のうちから 

対策を立てておく必要があります。 

 

詳細につきましては、労働基準監督署又は弊社までお問い合わせください。 


